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船舶インシデント調査報告書 

 

                            平成２４年１０月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 座洲 

発生日時 平成２４年１月２１日 １９時４０分ごろ 

発生場所 岡山県岡山市岡山港 

 岡山市高島（２７ｍ頂）三角点から真方位２３１°５００ｍ付近 

（概位 北緯３４°３５.９′ 東経１３３°５９.１′） 

インシデント調査の経過  平成２４年２月１日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（広島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 第八白
はく

鳥
ちょう

丸、４３０トン 

 １３４６７３、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、

 泉海運有限会社（Ａ社） 

 ６６.００ｍ×１２.５０ｍ×７.００ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成６年２月１７日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５４歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成９年６月１３日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成１９年５月１０日 

  免状有効期間満了日 平成２４年６月１２日 

甲板員 男性 ５３歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成４年１１月２０日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２０年１１月１９日 

  免状有効期間満了日 平成２５年１１月１８日 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 インシデントの経過 

 

本船は、船長及び甲板員ほか２人が乗り組み、石灰石約１,４００ｔ

を積載し、船首約３.８ｍ、船尾約４.６～４.７ｍの喫水で平成２４年

１月２１日００時４０分ごろ福岡県苅田港を出港し、来島海峡経由で

岡山港に向かった。 

本船は、船長が岡山水道の入口付近で昇橋してレーダーの監視と前

路の見張りに、船橋当直中の甲板員が引き続いて操船にそれぞれ当た

り、約４～５ノットの対地速力で手動操舵により航行した。 
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船長及び甲板員は、岡山市所在のツブシ礁灯標を右舷側に見て並ん

だ頃、‘レーダーに映った児島湾大橋及び岡山港高島地区（通称「新岡

山港」）の映像’（以下「本件映像」という｡）と前日に‘オペレーター

の担当者から手渡しで受け取った岡山港福島地区の航空写真及び地

図’（以下「本件資料」という｡）を見比べながら西進中、本件映像と

本件資料の地形が同じに見えたので、岡山港第４号灯浮標を右舷側に

見て通過したものの、甲板員が、自船の進路に不安を感じ、停船させ

るために機関を後進にかけた。 

甲板員は、本船が停船したものと思い、機関を中立にして周囲の状

況や本件資料を確認しながら船長と相談していたところ、１９時４０

分ごろ、船内を巡回中の機関長から、本船が座礁している旨の報告を

受け、機関を後進にかけたが、離礁できず、２０時１０分ごろオペレ

ーターの安全統括管理者及び海上保安庁に連絡した。 

本船は、翌２２日０８時３０分ごろ手配したタグボートにより引き

降ろされ、自力航行で岡山港福島地区の岸壁に着岸した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項 本船は、ＧＰＳ及びオフセンターで０.５海里に設定したレーダー１

台が使用中であったが、ファクシミリは本インシデントの数箇月前か

ら故障し、電子メールなどの情報を航行中に入手することができる機

器は備えられていなかった。 

本船は、Ａ社の代表取締役である甲板員が実質船長として運航に携

わり、ふだんから出入港時の操船に当たっていた。 

甲板員は、本インシデント前日の１５時ごろ、大分県津久見市津久

見港において停泊中、苅田港から岡山港への石灰石輸送の依頼を受け

た際、岡山港にはこれまで入港したことがなく、Ｗ１５５（岡山水道）

の海図を持っておらず、また、海図を揃える時間はなかったが、本件

資料を見て何とか入港できると思った。 

機関長は、船内を巡回中、機関が後進にかかって船尾が左に振れた

のち、後進がかかった状態で本船が動かなくなったことに気付き、座

礁したのではないかと思った。 

本インシデント発生場所付近の底質は、砂状の浅瀬（以下「本件浅

瀬」という｡）であり、本船の乗組員は、座洲の際の衝撃を感じなかっ

た。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、岡山港内を西進中、甲板員が、航行経験のない岡山水道を

航行するに当たり、事前に海図を用意せず、浅瀬や水路の状況などを
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調査していなかったことから、本件浅瀬に接近し、本件浅瀬に乗り揚

げたものと考えられる。 

甲板員が、オペレーターから受け取った本件資料を頼りに運航した

ことは、本インシデントの発生に関与した可能性があると考えられる。

原因  本インシデントは、夜間、本船が、岡山港内を西進中、甲板員が、

航行経験のない岡山水道を航行するに当たり、事前に海図を用意せず、

浅瀬や水路の状況などを調査していなかったため、本件浅瀬に接近し、

本件浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  Ａ社は、本インシデント後、オペレーターの指導により、岡山水道

ほか約６０か所の瀬戸内海各港の海図を整備し、故障していたファク

シミリの交換、電子メールなどの情報を航行中に入手することができ

る機器の整備を行った。また、オペレーターに対し、不安のある航路

については、詳細な情報の提供を求めることとした。 

 オペレーターは、本インシデント後、訪船して安全ミーティングを

実施し、担当者が訪船して行う安全指導を月１回程度から週１回に改

めた。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・出入港時の操船指揮は、船長が行うこと。 

 




